
「青島北地区交流センター利用団体（自主グループ）登録に伴うお知らせ」
　下記の条件をすべて満たす団体は、当施設の利用団体（自主グループ）登録ができます。
自主グループの活動内容に応じて、使用料の５０％減免を受けることができます。

【自主グループとして登録できる団体】
・地域住民による生涯学習活動を目的とした概ね１０名以上の非営利団体　　　　　　　□
・地区交流センターを拠点として、半年以上継続的に月1回程度活動している団体　　　□
・地区交流センターのイベントや施設の清掃活動等に協力いただける団体　　　　　　　□
・グループの目的や活動の趣旨に賛同する者ならば誰でも加入できること　　　　　　　□
【自主グループの運営について】
1 会員の中から代表者を選ぶこととし、代表者は市内居住か市内に勤めていること。また、講師を代表者としないこと。

2 会員の総意で会則、役員及び事業等が決められ、会員の意思が反映された運営が行われていること。

3 会員の総意で講師が選定されていること。

4 会の目的や活動の趣旨に賛同する者ならば、誰でも加入できること。ただし、一企業等の従業員だけで構成されていないこと。

5 地域社会活動への参加やふれあいまつり等の諸行事で発表及び協力などにより学習活動の成果を広く地域に還元できるよう運営されていること。

6 ふれあいまつり及び作品展への参加や、地区交流センターの大掃除など地区交流センターから依頼があった場合は協力することができること。

7 会員が10名以下になった場合は地区交流センターに申し出ること。

8 代表者や担当者が代わる時には、その旨を地区交流センターへ届け出ること。

【自主グループの経理について】
1 会員の互選により選任された会計責任者が会費を集め、会の運営に充てられていること。

2 経理内容が会員に公開されていること。

3 講師謝礼の額は、講師の意思によるものではなく、会員の総意で決められていること。

4 講師謝礼は、地区交流センターで行う講座等の額（1人の場合：8,000円、2人以上の場合：12,000円）を上回らない額であること。

5 決算書等により、上記項目を地区交流センターが確認できること。

※この登録は、年度ごとの登録となります。
※上記事項が守られない場合は、利用団体（自主グループ）の登録が継続できない事並びに抹消する事があります。
【注意】　団体登録する際、窓口へこの用紙をお持ち下さい。
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